
 

― 1 ― 

証券コード：6875 
2013（平成25）年５月30日 

株 主 各 位 
大阪市淀川区宮原一丁目１番１号

株 式 会 社 メ ガ チ ッ プ ス
代表取締役社長 髙 田   明

 

第23期定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 

 さて、当社第23期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く

ださいますようご案内申しあげます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に賛否をご表示いただき、定時株主総会前日の平成25年６月20日（木

曜日）午後６時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。 

敬 具 

記 
 

１． 日 時 平成25年６月21日（金曜日）午前10時 

２． 場 所 大阪市北区豊崎３丁目16番19号 

ラマダホテル大阪 ２階「大淀の間」 

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） 

３． 目 的 事 項  

 報 告 事 項 １．第23期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会

の連結計算書類監査結果報告の件 

  ２．第23期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）

計算書類報告の件 

 決 議 事 項  

 第１号議案 取締役８名選任の件 

 第２号議案 監査役１名選任の件 

以 上 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提

出ください。また、資源節約のため、本定時株主総会招集ご通知をお持ちく

ださいますようお願い申しあげます。 

◎ 当社定款第16条の規定に基づき、本定時株主総会当日、代理人により議決権

を行使される場合は、他の議決権を有する当社の株主様１名に委任すること

ができます。その場合は、同株主総会当日の受付において、代理権を証明す

る書面（委任状）をご提出ください。 
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【お知らせ】 

 

１．招集通知について 

提供すべき書面のうち、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げ

る事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス 

http://www.megachips.co.jp/irinfo/index.html）に掲載しておりますので、

本定時株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。 

①連結計算書類の連結注記表 

②計算書類の個別注記表 

従いまして、本定時株主総会招集ご通知の提供書面は、会計監査人及び監査

役が監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。 

また、事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正

が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス 

http://www.megachips.co.jp/irinfo/index.html）に掲載いたします。 

 

２．製品展示について 

本定時株主総会の閉会後、会場と同じ階にあります「葵の間」において、当

社の製品を展示し、役員並びに社員がご説明させていただく場を設けており

ます。お時間の許す限りご参加のほどお願い申しあげます。 

 

３．決議通知について 

本定時株主総会終結後、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス 

http://www.megachips.co.jp/irinfo/index.html）に同株主総会の決議内容

等を掲載いたします。 

 

４．議決権行使結果について 

本定時株主総会終結後、｢企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項

第９号の２」に基づき臨時報告書を提出し、金融庁ウェブサイトの「ＥＤＩ

ＮＥＴ（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子

開示システム)」(アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/）に同株主総会

の議決権行使結果を開示いたします。 
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（提供書面） 

 
事 業 報 告 

 

(平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで)

 

１．企業集団の現況 

(1) 当事業年度の事業の状況 

① 事業の経過及び成果 

当連結会計年度におきましては、海外景気の減速等により企業収益は弱

含みとなるなど、明るさが見えない中、景気は後退局面へと入っておりま

したが、年度終盤には、政権交代以降の輸出環境の改善及び経済対策、金

融政策の効果などにより、景気は一部に弱さが残るものの、持ち直しの動

きへと変化してまいりました。ただし、海外景気の減速懸念など、景気の

下押しリスクは依然として存在しております。 

当社グループが属する電子機器業界におきましては、一部の産業用電子

機器が前年同期比増となっているものの、半導体などの電子部品や民生用

電子機器の需要が減少し、電子機器業界全体の市場は前年同期比減という

状況で推移しております。 

このような状況の中、当社は平成24年７月１日付で、ＪＦＥホールディ

ングス株式会社から川崎マイクロエレクトロニクス株式会社（以下、「川

崎マイクロ」）の発行済株式の全部を取得し、第２四半期連結会計期間か

ら同じグループとしての事業活動を開始いたしました。当社グループは、

アルゴリズムやアーキテクチャ段階の開発から、ウエハ製造、組立、テス

ト工程までの一貫対応で顧客を強力にサポートできるトータルソリューシ

ョン能力を確立するため、当社及び川崎マイクロ両社の能力を結集し、緊

密な協業体制の構築を進めております。推進する事業はそれぞれ次のとお

りであります。 

当社においては、画像や音声・音楽の圧縮伸張処理技術や通信等の当社

の独自技術をベースとした、ＬＳＩからシステム機器に至るまで幅広い製

品と独創性のあるソリューションの提供を強みに事業を展開しております。

主に、アミューズメント、デジタルカメラ、省エネルギー、セキュリテ

ィ・モニタリングの各分野向けに、応用特化型メモリ、システムＬＳＩ、

自社システムＬＳＩを搭載した電子部品及びデジタル映像の伝送・記録を

中心にしたシステム機器など、多様な製品の開発と販売を進めております。 
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連結子会社の川崎マイクロにおいては、液晶パネル、事務機器、光通信

機器、ホームネットワーク機器分野の国内外の有力顧客向けに、顧客専用

ＬＳＩを中心とした製品の開発と販売を進めております。 

当連結会計年度の業績につきましては、主力のゲームソフトウェア格納

用ＬＳＩ（カスタムメモリ）の需要は減少したものの、新製品の寄与、液

晶パネル向けＬＳＩや事務機器向けＬＳＩなどを販売する川崎マイクロの

第２四半期連結会計期間以降の連結効果により、売上高は536億２千３百

万円（前年同期比51.6％増）、営業利益は39億６千２百万円（同30.6％

増）、経常利益は41億２千万円（同26.3％増）となりました。また、当期

純利益は川崎マイクロの子会社化に伴う負ののれん発生益を14億６百万円

計上したことにより、40億４千４百万円（同90.1％増）となりました。 

当期の期末配当金につきましては、平成25年５月８日開催の取締役会の

決議により、普通配当として１株当たり34円の配当とさせていただきたい

と存じます。配当金の算定にあたりましては、「２．会社の現況 (5) 剰

余金の配当等の決定に関する方針」の②に記載のとおり、連結当期純利益

の額から「会計・決算上の特殊要因」である川崎マイクロ子会社化に伴う

負ののれん発生益（連結決算上の利益）14億６百万円を減算し、その30％

程度を配当金総額として決定しております。 

あわせて、株主優待制度も継続し、平成25年３月31日現在で100株（１

単元）以上ご所有いただいております株主の皆様に、心ばかりの品を贈呈

させていただきたいと存じます。 

 

② 設備投資の状況 

当連結会計年度におきましては、７億８千１百万円の設備投資（無形固

定資産を含む。）を実施いたしました。 

この主な内訳は、将来の競争力となる基礎技術や製品開発のためのソフ

トウェア及び研究開発機器の導入によるもの２億８千４百万円、本社事務

所の移転に伴う設備工事・什器備品の導入によるもの２億６千９百万円で

あります。 

 

③ 資金調達の状況 

当社グループは、主に営業運転資金に充当するため、必要に応じて金融

機関から資金を調達することとしております。 

当連結会計年度においては、金融機関から短期借入金として75億円、川

崎マイクロの株式取得のため、金融機関から長期借入金として85億円の資

金調達を行いました。当連結会計年度末における金融機関からの借入金残

高は総額70億８千３百万円となっております。 
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④ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況 

当連結会計年度においては、平成24年７月１日付で、当社が川崎マイク

ロの発行済株式の全部を取得し、同社を完全子会社といたしました。 

 

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 
 

区 分 
第20期 

(平成22年３月期)
第21期 

(平成23年３月期)
第22期 

(平成24年３月期)

第23期 
(当連結会計年度) 
(平成25年３月期) 

売 上 高 （百万円） 38,495 36,259 35,366 53,623

経 常 利 益 （百万円） 3,101 3,320 3,262 4,120

当 期 純 利 益 （百万円） 2,140 2,288 2,127 4,044

１株当たり当期純利益 （円） 88.19 94.64 88.80 170.23

総 資 産 （百万円） 26,612 29,203 29,247 44,075

純 資 産 （百万円） 24,439 25,453 24,977 27,595

１株当たり純資産額 （円） 1,006.08 1,060.19 1,042.70 1,181.89

 

(3) 重要な親会社及び子会社の状況（平成25年３月31日現在） 

① 親会社の状況 

該当事項はありません。 

 

② 重要な子会社の状況 
 

名 称 資 本 金 
当 社 の
議決権比率

主要な事業内容

Shun Yin Investment Ltd. 629,040千台湾ドル 100.0％ 投資事業 

川崎マイクロエレクトロニ
クス株式会社 

5,046百万円 100.0％
半導体の設計、開
発、製造及び販売 

MegaChips Technology 
America Corporation 

4,570千米ドル 
100.0％

（100.0）
半導体の設計、開発
及び販売 

 
（注）１．当社の連結子会社は、上記の重要な子会社３社を含む計４社であります。 

２．｢Shun Yin Investment Ltd.｣及び川崎マイクロは、特定子会社に該当してお

ります。 

３．当社の議決権比率の( )内の数値は、間接所有割合であり内数で記載してお

ります。 

４．平成24年７月１日付で、当社が川崎マイクロの発行済株式の全部を取得し、

同社を完全子会社といたしました。これにより、同社及びその子会社のあわ

せて４社が新たに当社の連結子会社となりました。 
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なお、平成25年３月31日付で｢Kawasaki Microelectronics America, Inc.｣

（当社の連結子会社）を存続会社とし、｢Kawasaki Microelectronics 

Holdings (USA), Inc.｣（当社の連結子会社で特定子会社）を消滅会社とす

る吸収合併を行い、合併後の名称を｢ MegaChips Technology America 

Corporation｣としております。 

５．平成25年４月１日付で当社が川崎マイクロを吸収合併し、同社は解散してお

ります。 

 

③ 重要な業務提携の状況 

業務提携の主要な相手先は、任天堂株式会社とMacronix International 

Co.,Ltd.であり、当該２社とゲーム機用ＬＳＩの供給に関する製造委託契

約を締結しております。 

 

(4) 対処すべき課題 

当社グループは、『高い技術力をベースに、人々の安心や安全、豊かな生

活、地球環境維持の実現に貢献する。』ことを使命に、画像・音声・通信分

野において独自に開発したシステムＬＳＩやシステム製品を提供してまいり

ました。 

近年の高度情報化社会においては、製品の高機能化、多様化が急速に進展

しており、これに伴って顧客メーカーからの要請もますます高度化・多様化

しております。 

当社グループはこのような社会の変化を的確に捉え、これまでにない新し

い価値の創造と高い技術力により、大手企業では実現できない独創性のある

幅広いソリューションを顧客メーカーに提供することで、人々が幸せを実感

できる豊かな未来社会作りに貢献したいと考えております。 

こうした考えに基づき、当社グループは以下のとおり中長期的な経営戦略

を掲げ事業を推進いたします。 

 

① 主力のコンシューマ市場向けの事業基盤を強化する。 

当社グループが従来から得意としている主力のコンシューマ市場向けの

事業においては、「ＬＳＩとシステムの知識の融合」で築いた既存顧客と

の信頼関係をベースとして、システムＬＳＩからボード・モジュールに至

るまで、幅広く対応できる当社の技術力・開発力をより強化し、顧客の要

望に応えるソリューションを提供することで、長期のビジネス関係を維持

し、主たる事業基盤として堅持いたします。 

さらに、長期のビジネス関係を築ける新たな顧客開拓のため、事務機器

分野などにおいても、コンシューマ市場向けの事業強化を図ってまいりま

す。 
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② 国内の成長産業分野において、新たなビジネスを展開し、将来の柱とな

る事業として育成を図る。 

成長産業と位置づけられ、多種多彩な先端技術が求められる環境、エネ

ルギー、自動車、インフラ産業などの技術集積型の市場をターゲットに、

アプリケーション、ネットワーク、ソフトウェアとＬＳＩを統合したトー

タル・ソリューションの提供により競争力を発揮することで、さまざまな

顧客ビジネスに貢献できる新たなビジネスを展開し、将来の柱となる事業

として育成を図ります。 

 

③ 海外拠点の体制の整備と充実を図り、独自の戦略の下で海外市場を開拓

し、将来の成長に寄与させる。 

将来に亘り、継続して厳しい経営環境の中で成長していくためには、海

外市場への進出が不可欠となっております。当社グループは、海外拠点の

現地化を進めるとともに、各拠点ごとの使命を果たすための体制の整備と

充実を図り、将来の成長に寄与できるビジネスとして海外市場の開拓を図

ってまいります。 

海外の顧客開拓においては、拠点の有効活用できる顧客をターゲットと

して、顧客との信頼関係をベースに顧客が求めるソリューションを正確に

把握し、その要望に応える技術やソリューションの開発に重点を置いて、

ビジネスの提案を行ってまいります。 

 

以上、当社グループは、豊かな未来社会の実現に貢献するために、市場の

変化に対して「革新」をもってスピーディーに対応し、顧客の課題を解決す

る最適なソリューションを提供し続けることで顧客からの「信頼」を得て、

ＬＳＩと異分野の知識の融合により魅力的なソリューションを「創造」し、

新しい価値創造に挑戦し続ける企業活動を通じて、常に変化する市場のニー

ズに対して安心や安全、豊かな生活、地球環境維持の実現に貢献してまいり

ます。 

株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう、

よろしくお願い申しあげます。 

 

(5) 主要な事業内容（平成25年３月31日現在） 

当社グループは、当社（株式会社メガチップス）及び子会社４社により構

成されており、画像・音声・通信分野の基礎技術をベースとしたシステムＬ

ＳＩ、自社システムＬＳＩを搭載した電子部品及びシステム機器などの設計、

開発、製造（外部委託）及び販売を主たる業務としております。 
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主な製品は、ゲーム機等エンターテインメント機器向けＬＳＩ、デジタル

カメラ向け画像処理ＬＳＩ、液晶パネル向けＬＳＩ、セキュリティ分野向け

映像監視システム機器であり、当社及び当社の子会社において製品の設計・

開発を行い、国外の大手ファウンドリー又は国内外のメーカーに製造委託し、

当社及び当社の子会社から販売しております。 

 

(6) 主要な事業所（平成25年３月31日現在） 

① 当社 
 

株 式 会 社 メ ガ チ ッ プ ス
本社（大阪市淀川区宮原一丁目１番１号） 
東京営業所（東京都千代田区一番町17番地６） 

 
（注） 本社は、大阪市淀川区宮原四丁目１番６号から上記に移転し、平成24年８月20

日から営業を開始しております。 

 

② 子会社 
 

川 崎 マ イ ク ロ エ レ ク
ト ロ ニ ク ス 株 式 会 社

本社（千葉市美浜区中瀬一丁目３番地） 

 
 

 
M e g a C h i p s  T e c h n o l o g y 
A m e r i c a  C o r p o r a t i o n

本社（2033 Gateway Place, Suite 400, San Jose, 
CA95110 U.S.A.） 

 
 

(7) 使用人の状況（平成25年３月31日現在） 

① 企業集団の使用人の状況 
 

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減 

703名 426名増 

 
（注） 使用人数が前連結会計年度末に比べ426名増加しておりますのは、主に、第２

四半期連結会計期間より川崎マイクロ及びその子会社のあわせて４社が、当社

の連結の範囲に含まれたことによるものであります。 

 

② 当社の使用人の状況 
 

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

286名 ９名増 38.1歳 5.5年 

 
（注） 平成19年４月に子会社との合併に伴う転籍により201名増加したため、平均勤

続年数が短くなっております。 
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(8) 主要な借入先の状況（平成25年３月31日現在） 
 

借 入 先 借 入 額 

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,583百万円 

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,500百万円 
 

（注） 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と総額220

億円の当座貸越契約を締結しております。 
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２．会社の現況 

(1) 株式の状況（平成25年３月31日現在） 

① 発行可能株式総数 100,000,000株

 

② 発行済株式の総数 24,038,400株

 

③ 株主数 33,184名

 

④ 大株主（上位10名） 
 

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 2,298,700株 9.84％ 

有 限 会 社 シ ン ド ウ 1,239,800株 5.31％ 

株式会社シンドウ・アンド・アソシエイツ 1,239,800株 5.31％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,196,600株 5.12％ 

松 岡 茂 樹 940,000株 4.03％ 

進 藤 晶 弘 854,144株 3.66％ 

進 藤 律 子 702,600株 3.01％ 

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 487,700株 2.09％ 

松 井 典 子 463,176株 1.98％ 

青 木 未 佳 450,848株 1.93％ 
 

（注） 持株比率は自己株式（689,486株）を控除して計算しております。 

 

⑤ その他株式に関する重要な事項 

当社は、平成24年９月３日付の会社法第370条（取締役会の決議に替わ

る書面決議）による決議によって、当社定款の規定に基づき、資本効率・

１株当たりの株式価値の向上を図るため、自己株式の取得を行うことを決

定し、次のとおり取得いたしました。 

取得した自己株式 

普通株式       305,400株 

取得価額の総額   499,994千円 
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当社は、平成25年２月22日開催の取締役会において、当社定款の規定に

基づき、資本効率・１株当たりの株式価値の向上を図るため、自己株式の

取得を行うことを決議し、次のとおり取得いたしました。 

取得した自己株式 

普通株式       300,000株 

取得価額の総額   443,135千円 

 

(2) 会社役員の状況 

① 取締役及び監査役の状況（平成25年３月31日現在） 
 

会社における地位 氏    名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役社長 髙 田  明 Shun Yin Investment Ltd. 董事 

取 締 役 副 社 長 林  能 昌 第３事業部長(兼)営業統括部長 

取 締 役 副 社 長 松 岡 茂 樹 － 

専 務 取 締 役 藤 井 理 之 管理統括部長(兼)管理統括部経営管理部長

専 務 取 締 役 山 内 由 紀 夫
川崎マイクロエレクトロニクス株式会社代
表取締役社長 

取 締 役 古 都 哲 生 第１事業部長 

取 締 役 肥 川 哲 士 生産統括部長 

取 締 役 佐 々 木 元 第２事業部長 

取 締 役 水 野 博 之
広島県産業科学技術研究所所長 

コナミ株式会社社外取締役 

取 締 役 山 田 圀 裕 － 

常 勤 監 査 役 角   正 － 

監 査 役 中 西 藤 和 八幡興産株式会社代表取締役社長 

監 査 役 小 原  望
小原法律特許事務所所長 

日本制禦機器株式会社社外監査役 

監 査 役 北 野 敬 一
北野敬一税理士事務所所長 

株式会社豊能計算センター取締役 
 

（注）１．取締役水野博之氏及び取締役山田圀裕氏は、会社法第２条第15号に定める社

外取締役であります。 

２．監査役中西藤和氏、監査役小原 望氏及び監査役北野敬一氏は、会社法第２

条第16号に定める社外監査役であります。 

３．監査役北野敬一氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。 

４．当社と小原法律特許事務所は顧問契約等の取引関係があります。 
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５．当社と広島県産業科学技術研究所、コナミ株式会社、八幡興産株式会社、日

本制禦機器株式会社、北野敬一税理士事務所及び株式会社豊能計算センター

とは、いずれも特別な関係はありません。 

６．取締役水野博之氏及び取締役山田圀裕氏は、株式会社東京証券取引所の定め

る独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ており

ます。 

 

② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額 
 

区 分 員 数 報酬等の総額 

取 締 役 
（ う ち 社 外 取 締 役 ） 

10名 
（２） 

276,398千円 
（30,400） 

監 査 役 
（ う ち 社 外 監 査 役 ） 

４名 
（３） 

40,650千円 
（28,500） 

合 計 
（ う ち 社 外 役 員 ） 

14名 
（５） 

317,048千円 
（58,900） 

 
（注）１．取締役の報酬限度額は、平成24年６月26日開催の第22期定時株主総会におい

て年額450,000千円以内と決議いただいております。 

２．監査役の報酬限度額は、平成10年２月25日開催の臨時株主総会において年額

50,000千円以内と決議いただいております。 

３．上記の報酬等の総額には、当事業年度中に役員賞与として未払金を計上した

次の金額を含んでおります。 

取締役 10名  121,298千円（うち社外取締役 ２名   10,000千円） 

監査役 ４名  10,500千円（うち社外監査役 ３名   7,500千円） 

 

③ 報酬等の内容の決定に関する方針 

当社の取締役及び監査役の報酬等は、競争力の源泉である優秀な人材を

保持・獲得できる水準を勘案し、当社グループの企業価値の増大及び業績

の向上へのモチベーションを高めることを重視した報酬体系としておりま

す。 

具体的には、取締役及び監査役の報酬はそれぞれ定額報酬及び役員賞与

で構成しており、役員賞与は当社グループの各事業年度の連結当期純利益

の５％を上限として原資を決定いたします。定額報酬及び役員賞与の個別

支給額については、取締役及び監査役それぞれ以下の基準により決定して

おります。 

イ．取締役の報酬に関する方針 

取締役の報酬は、主に社外役員で構成される報酬委員会において検討

した後、取締役会に答申し決定しております。 

定額報酬については各取締役の役職や勤務形態（常勤・非常勤）に応

じて、業務遂行の困難さや責任の重さ並びに世間相場等を考慮して決定

した額を、役員賞与については各取締役の責任遂行状況を加味したうえ

で配分を審議し決定した額をそれぞれ支給しております。 
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ロ．監査役の報酬に関する方針 

監査役の報酬は、定額報酬については勤務形態（常勤・非常勤）や各

監査役の職責に応じて定められた額を、役員賞与については勤務形態 

(常勤・非常勤）や各監査役の職責に応じて配分した額をそれぞれ支給

しております。 

 

④ 社外役員に関する事項 

イ．当事業年度における主な活動状況 
 

区 分 氏 名 活 動 状 況 

取締役 水 野 博 之

当事業年度に開催した13回の取締役会のうち13回 

(100％)出席しております。業務執行を行う取締役から

独立した客観的視点で経営面及び技術面に関し、各議

案・審議等につき、論点、疑問点を明らかにするため適

宜質問し活発に意見を述べております。また、必要な助

言を行っております。 

取締役 山 田 圀 裕

当事業年度に開催した13回の取締役会のうち13回 

(100％)出席しております。業務執行を行う取締役から

独立した客観的視点で経営面及び技術面に関し、各議

案・審議等につき、論点、疑問点を明らかにするため適

宜質問し意見を述べております。また、取締役会を通じ

て、製品の研究開発の場面においても、必要な助言を行

っております。 

監査役 中 西 藤 和

当事業年度に開催した13回の取締役会のうち12回 

(92.3％)出席し、長年の松下電工株式会社（現パナソニ

ック株式会社）において経営に携わってきた見地から、

適宜質問し意見を述べております。当事業年度に開催し

た13回の監査役会のうち12回(92.3％)出席しており、発

言は出席の都度適宜行われ、意見の表明がありました。

また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要

事項の協議等が行われました。 

監査役 小 原  望

当事業年度に開催した13回の取締役会のうち12回 

(92.3％)出席し、主に弁護士・弁理士としての専門的見

地から、議案・審議等につき、論点、疑問点を明らかに

するため適宜質問し意見を述べております。また、必要

な助言を行っております。当事業年度に開催した13回の

監査役会のうち12回(92.3％)出席しており、発言は出席

の都度適宜行われ、意見の表明がありました。また、監

査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協

議等が行われました。 
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区 分 氏 名 活 動 状 況 

監査役 北 野 敬 一

当事業年度に開催した13回の取締役会のうち13回 

(100％)出席し、主に税理士としての専門的見地から、

議案・審議等につき、論点、疑問点を明らかにするため

適宜質問し意見を述べております。また、必要な助言を

行っております。当事業年度に開催した13回の監査役会

のうち13回(100％)出席しており、発言は出席の都度適

宜行われ、意見の表明がありました。また、監査結果に

ついての意見交換、監査に関する重要事項の協議等が行

われました。 

 

ロ．責任限定契約の内容の概要 

各社外役員は当社との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を

負担する場合において、職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失が

ないときは、法令の定める限度まで損害賠償責任を負担するものとする

責任限定契約を締結しております。 

 

(3) 会計監査人の状況 

① 名称       有限責任 あずさ監査法人 

 

② 報酬等の額 
 

区 分 報 酬 等 の 額 

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 46,000千円 

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭 
その他の財産上の利益の合計額 （注）３ 

68,300千円 

 
（注）１．当社の子会社のうち川崎マイクロは、有限責任 あずさ監査法人の監査を受

けており、それ以外の子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監

査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含む｡）

の計算関係書類（これに相当するものを含む｡）の監査（会社法又は金融商

品取引法（又はこれらの法律に相当するものを含む｡）の規定によるものに

限る｡）を受けております。 

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の監査と金融商品取

引法上の監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないた

め、これらの合計額で記載しております。 

３．当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務で

ある、財務デューデリジェンス等について対価を支払っております。 
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③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 

当社都合の場合の他、当該会計監査人が、法令に違反・抵触した場合又

は公序良俗に反する行為があったと会社が判断した場合、当社監査役会は

その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又

は不再任が妥当と判断した場合は、｢会計監査人の解任又は不再任」を株

主総会の付議議案とすることを取締役会へ請求し、取締役会はこれを審議

することとしております。 

 

(4) 業務の適正を確保するための体制 

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制 

代表取締役は、健全な企業風土を根づかせるために、その重要性と精神

を繰り返し社内に伝えることで、コンプライアンスが企業活動の前提であ

ることを徹底するとともに、監査及び内部監査システムの環境整備に常に

取り組み、それらの機能を強化することで、適正な監査が行われる社内環

境を作り出しております。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

社内においては、取締役・執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管

理につき、全社的に統括する責任者を取締役又は執行役員の中から選任し、

｢文書管理規程」並びに「文書管理及び運用標準」に基づいて、役員並び

に使用人の業務執行状況が確認できる必要な情報を文書又は電磁的媒体に

記録し、また、同規程に従い、社内の文書保存に関する規程を定めており

ます。また、役員並びに会計監査人は、常にこれらの文書を閲覧すること

ができるものとしております。 

健全な内部環境のために、全社的に内部統制を統括する組織を設置し、

コンプライアンス担当部門による規程・標準の整備、社内研修の実施を推

進しております。また、内部監査部門は、コンプライアンス担当部門と連

携し、社内のコンプライアンスの状況を監査しております。これらの活動

は監査役とともに行い、その結果等は代表取締役に対し文書で直接報告し

ております。 

 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

経営に重大な影響を与える可能性のあるリスクを、会社全体に亘り適時

適切に認識し、評価、対応するために、リスクの発生可能性に応じて対応

するリスクの順序付けを行い、これに従って内部統制システムの整備・運

用を行うことで、事業遂行上のリスクに対処しております。 
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リスクの把握、評価及び対処を行うために、対処すべきリスクの明示、

危機管理のための手順の策定、その監視体制の整備、並びにこれらが有効

であることを確認するための評価を定期的に行っております。また、会社

全体のガバナンス体制構築のため、諸規程の整備、社内情報経路の確保、

内部監査を通じたリスクの把握と改善要請及び評価を行っております。 

経営に重大な影響を与える危機が発生したときの、迅速かつ適切な情報

流通の仕組みを整備しております。また、通常の業務報告経路とは別に内

部通報制度を整備しております。 

 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

業務執行ラインにおいては、統制と監視の適切な整備と体制作りを行っ

ております。これは「業務分掌・権限規程」｢稟議規程」｢会議体規程」等

に従い、職務の執行の効率化を推進しつつ、すべての職務権限及び意思決

定が、社内のルールに基づいて、適正かつ効率的に行われる組織の整備を

行うものであります。 

 

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制 

業務執行ラインから独立した監視機能を充実させるため、独立性・倫理

性の高い監視システムが機能する組織体制を整えております。 

 

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項 

監査役・監査役会を補助すべき事務局等の確保については、内部監査実

施前に事前に協議を行うこととしております。また、常勤監査役が会社全

体に係る重要な会議に出席し、意見を述べる機会を十分確保しております。

監査役が必要と判断したときに、会計監査人又は外部の専門家と協議を行

い、適時適切な助言を得る機会を確保することで監査業務を遂行しており

ます。このため、監査役の職務を補助すべき使用人は常設しないこととし

ております。 

 

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役から監査業務又は内部監査に必要な命令を受けた使用人は、その

命令に対しては、当該命令の要因となる当事者に関係する取締役又は執行

役員の指揮命令を受けないこととしております。 
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⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制 

取締役、執行役員又は使用人は、法定の事項に加え全社的に重大な影響

を及ぼす事項（可能性のある事項も含む)、内部監査の実施状況、コンプ

ライアンス活動の推進状況及びその内容を、速やかに監査役会に報告する

こととしております。 

 

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、代表取締役、会計監査人それぞれと、定期的に意見交換を行

うこととしております。また会社は、監査役が執行役員から各担当業務の

執行状況を、随時必要に応じて個別に聴取する機会を確保いたします。 

 

⑩ 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制 

内部監査部門が定期的に監査を実施し、必要に応じてコンプライアンス

委員会と情報交換を行うことにより、コンプライアンス上の問題や職務執

行の効率性の観点からの問題の把握に努めております。 

 

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針 

当社は、株主の皆様への適切な利益還元を重要な経営課題のひとつとして

位置づけ、業績に応じた利益還元に努めております。その基本方針は次のと

おりであります。 

① 企業価値の持続的な向上を目指し、革新的な新技術の創出のための基礎

研究や独創的な製品の開発、適正な事業ポートフォリオの実現、優秀な人

材の獲得など、中長期の成長に向けて資金を振り向けます。また、経営環

境の変化にも耐えうる健全な財務体質を維持するため、必要な内部留保を

確保いたします。 

② 剰余金の配当につきましては、配当性向30％程度、又は連結純資産配当

率（ＤＯＥ）２％程度の、いずれか高い方を基本として、連結業績、財務

状況、投資計画等を考慮し決定いたします。（但し、会計・決算上の特殊

要因がある場合は、十分考慮の上、加減算することもあります。）具体的

には、次の「イ」又は「ロ」のいずれか高い方を、１株当たりの年間配当

金として決定いたします。 

イ．連結当期純利益の30％程度に相当する額を配当金総額とし、これを期

末時点で保有する自己株式数を差し引いた期末発行済株式数で除した金

額 
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ロ．連結純資産配当率（ＤＯＥ）２％程度に相当する額を配当金総額とし、

これを期末時点で保有する自己株式数を差し引いた期末発行済株式数で

除した金額 

③ 資本効率向上のため、市場の状況、株価動向、財務状況等を勘案し、機

動的に自己株式を取得し、株主の皆様に還元するよう努めてまいります。 

 

この基本方針に基づき次のように配当を決定いたします。 

① 配当の決定は、平成18年６月23日開催の第16期定時株主総会におきまし

て承認いただきました定款により、会社法第459条第１項の規定に基づき、

法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の

決議により実施いたします。 

② 配当は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載・記録された株主様又は

登録株式質権者様に対し、年１回実施いたします。但し、会社法並びに定

款の規定に従い、取締役会決議により別に基準日を定め、配当を行うこと

があります。 

 

(6) 会社の支配に関する基本方針 

当社は、会社の支配に関する基本方針は定めておりませんが、買収防衛策

や濫用的買収者から株主の皆様の利益を守ることは会社の経営上重要な事項

として認識しており、最近の企業買収動向につきまして常時情報を収集して

おります。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
 

（平成25年３月31日現在） 

（単位：千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額

 
（資 産 の 部） 

【流 動 資 産】 

  現 金 及 び 預 金

  受取手形及び売掛金

  た な 卸 資 産

  繰 延 税 金 資 産

  そ の 他

  貸 倒 引 当 金

【固 定 資 産】 

 （有 形 固 定 資 産） 

  建 物

  土 地

  そ の 他

 （無 形 固 定 資 産） 

  そ の 他

 （投資その他の資産） 

  投 資 有 価 証 券

  長 期 前 払 費 用

  繰 延 税 金 資 産

  そ の 他

 

【33,087,908】

10,431,546

16,877,890

3,701,327

1,343,077

734,991

△924

【10,987,100】

(1,893,893)

1,058,661

289,638

545,593

(689,330)

689,330

(8,403,876)

2,440,619

1,754,537

2,961,178

1,247,542

（負 債 の 部） 

【流 動 負 債】 【11,097,317】

  買 掛 金 3,443,211

  １年内返済予定長期借入金 2,833,332

  未 払 法 人 税 等 529,310

  賞 与 引 当 金 633,554

  工 事 損 失 引 当 金 759,978

  そ の 他 2,897,931

【固 定 負 債】 【5,381,946】

  長 期 借 入 金 4,250,002

  そ の 他 1,131,944

負 債 の 部 合 計 16,479,263

（純 資 産 の 部） 

【株 主 資 本】 【27,330,543】

 資 本 金 4,840,313

 資 本 剰 余 金 6,181,300

 利 益 剰 余 金 17,364,960

 自 己 株 式 △1,056,030

【その他の包括利益累計額】 【265,201】

 その他有価証券評価差額金 267,293

 為 替 換 算 調 整 勘 定 △2,091

純 資 産 の 部 合 計 27,595,745

資 産 の 部 合 計 44,075,009 負債及び純資産の部合計 44,075,009
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連 結 損 益 計 算 書 
 

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

（単位：千円） 

科 目 金 額 

売 上 高 53,623,174 

売 上 原 価 40,568,191 

  売 上 総 利 益 13,054,982 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,092,541 

  営 業 利 益 3,962,441 

営 業 外 収 益 231,410 

  受 取 利 息 8,475 

  受 取 配 当 金 69,835 

  為 替 差 益 115,845 

  そ の 他 37,253 

営 業 外 費 用 73,828 

  支 払 利 息 55,677 

  保 険 解 約 損 12,353 

  そ の 他 5,796 

  経 常 利 益 4,120,023 

特 別 利 益 1,406,736 

  固 定 資 産 売 却 益 129 

  負 の の れ ん 発 生 益 1,406,607 

特 別 損 失 90,749 

  固 定 資 産 売 却 損 2,100 

  固 定 資 産 除 却 損 5,089 

  本 社 移 転 費 用 46,382 

  退 職 給 付 制 度 改 定 損 37,176 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,436,011 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,304,995 

法 人 税 等 調 整 額 86,873 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 4,044,142 

当 期 純 利 益 4,044,142 
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連結株主資本等変動計算書 
 

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

（単位：千円） 

 
株 主 資 本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成2 4年４月１日残高 4,840,313 6,181,300 13,967,586 △112,777 24,876,422 

連結会計年度中の変動額  

剰 余 金 の 配 当 △646,768 △646,768 

当 期 純 利 益 4,044,142 4,044,142 

自 己 株 式 の 取 得 △943,253 △943,253 

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 － － 3,397,374 △943,253 2,454,121 

平成2 5年３月3 1日残高 4,840,313 6,181,300 17,364,960 △1,056,030 27,330,543 

 

 

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

純資産合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算 
調 整 勘 定 

そ の 他 の 
包 括 利 益 
累計額合計 

平成2 4年４月１日残高 708,021 △607,313 100,708 24,977,131

連結会計年度中の変動額 

剰 余 金 の 配 当 △646,768

当 期 純 利 益 4,044,142

自 己 株 式 の 取 得 △943,253

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

△440,728 605,221 164,492 164,492

連結会計年度中の変動額合計 △440,728 605,221 164,492 2,618,614

平成2 5年３月3 1日残高 267,293 △2,091 265,201 27,595,745
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貸 借 対 照 表 
 

（平成25年３月31日現在） 

（単位：千円） 

科 目 金 額 科 目 金 額
 

（資 産 の 部） 

【流 動 資 産】 

  現 金 及 び 預 金

  受 取 手 形

  売 掛 金

  商 品 及 び 製 品

  仕 掛 品

  原 材 料 及 び 貯 蔵 品

  前 払 費 用

  繰 延 税 金 資 産

  そ の 他

  貸 倒 引 当 金

【固 定 資 産】 

 （有 形 固 定 資 産） 

  建 物

  工 具 器 具 備 品

 （無 形 固 定 資 産） 

  電 話 加 入 権

  ソ フ ト ウ ェ ア

 （投資その他の資産） 

  投 資 有 価 証 券

  関 係 会 社 株 式

  長 期 前 払 費 用

  保 証 金

  繰 延 税 金 資 産

  そ の 他

 

【21,575,696】

6,350,769

102,307

13,063,967

452,309

315,628

745,539

128,482

251,324

166,291

△924

【13,551,618】

(298,466)

164,225

134,241

(89,057)

2,775

86,282

(13,164,093)

468,891

10,640,901

1,427,234

265,526

143,410

218,128

（負 債 の 部） 

【流 動 負 債】 【6,611,463】

  買 掛 金 2,163,881

  １年内返済予定長期借入金 2,833,332

  未 払 金 702,124

  未 払 法 人 税 等 488,454

  未 払 費 用 128,507

  預 り 金 21,610

  賞 与 引 当 金 273,554

【固 定 負 債】 【4,387,779】

  長 期 借 入 金 4,250,002

  そ の 他 137,777

負 債 の 部 合 計 10,999,243

（純 資 産 の 部） 

【株 主 資 本】 【24,010,115】

 （資  本  金） (4,840,313)

 （資 本 剰 余 金） (6,181,300)

  資 本 準 備 金 6,181,300

 （利 益 剰 余 金） (14,044,532)

  利 益 準 備 金 97,042

  そ の 他 利 益 剰 余 金 13,947,490

   任 意 積 立 金 3,830,500

   繰 越 利 益 剰 余 金 10,116,990

 （自 己 株 式） (△1,056,030)

【評価・換算差額等】 【117,955】

 （その他有価証券評価差額金） (117,955)

純 資 産 の 部 合 計 24,128,071

資 産 の 部 合 計 35,127,314 負債及び純資産の部合計 35,127,314
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損 益 計 算 書 
 

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

（単位：千円） 

科 目 金 額 

売 上 高 38,991,565 

売 上 原 価 31,146,315 

  売 上 総 利 益 7,845,250 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,538,306 

  営 業 利 益 3,306,943 

営 業 外 収 益 61,650 

  受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,425 

  為 替 差 益 49,220 

  そ の 他 9,004 

営 業 外 費 用 60,588 

  支 払 利 息 55,673 

  そ の 他 4,914 

  経 常 利 益 3,308,006 

特 別 損 失 48,769 

  固 定 資 産 除 却 損 2,386 

  本 社 移 転 費 用 46,382 

税 引 前 当 期 純 利 益 3,259,237 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,077,211 

法 人 税 等 調 整 額 89,441 

当 期 純 利 益 2,092,583 
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株主資本等変動計算書 
 

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

（単位：千円） 

 

株 主 資 本 

資本金 

資本剰余金 利 益 剰 余 金 

自己株式
株主資本 
合  計 資 本

準備金

資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

任 意 
積立金 

繰越利益
剰 余 金

平成24年４月１日残高 4,840,313 6,181,300 6,181,300 97,042 3,830,500 8,671,174 12,598,716 △112,777 23,507,552 

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 △646,768 △646,768 △646,768 

当 期 純 利 益 2,092,583 2,092,583 2,092,583 

自己株式の取得 △943,253 △943,253 

株主資本以外の 
項目の事業年度 
中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計 － － － － － 1,445,815 1,445,815 △943,253 502,562 

平成25年３月31日残高 4,840,313 6,181,300 6,181,300 97,042 3,830,500 10,116,990 14,044,532 △1,056,030 24,010,115 

 

 

評価・換算差額等

純資産
合 計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合  計

平成24年４月１日残高 126,221 126,221 23,633,773

事業年度中の変動額 

剰余金の配当 △646,768

当 期 純 利 益 2,092,583

自己株式の取得 △943,253

株主資本以外の 
項目の事業年度 
中の変動額(純額) 

△8,265 △8,265 △8,265

事業年度中の変動額合計 △8,265 △8,265 494,297

平成25年３月31日残高 117,955 117,955 24,128,071
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連結計算書類に係る会計監査報告 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成25年５月７日 

株 式 会 社 メ ガ チ ッ プ ス 

 取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 土 居 正 明 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 野 裕 久 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 安 田 智 則 ㊞
 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社メガチップスの平成24年
４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行っ
た。 

 
連結計算書類に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算
書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統
制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書
類の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。 
監査意見 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、株式会社メガチップス及び連結子会社からなる企業集団の当該
連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。 

 
強調事項 

連結注記表の重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成25年４月１日付で完
全子会社である川崎マイクロエレクトロニクス株式会社を吸収合併した。 

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 
 

以 上 
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計算書類に係る会計監査報告 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成25年５月７日 

株 式 会 社 メ ガ チ ッ プ ス 

 取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 土 居 正 明 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 野 裕 久 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 安 田 智 則 ㊞
 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社メガチップスの平
成24年４月１日から平成25年３月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい
て監査を行った。 

 
計算書類等に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 
監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類
及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保
証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手
するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬によ
る計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが
含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。 
監査意見 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当
と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 
強調事項 

個別注記表の重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成25年４月１日付で完
全子会社である川崎マイクロエレクトロニクス株式会社を吸収合併した。 

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。  
 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 
 

以 上 
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監査役会の監査報告 
 

監 査 報 告 書 
 

 当監査役会は、平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第23期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

  監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。 

  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の規程に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思

疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役

会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲

覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま

した。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確

保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項

に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整

備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か

らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説

明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役

等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告

を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びそ

の附属明細書について検討いたしました。 

  さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し

ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年

度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。 
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２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 

   会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。 

 

  平成25年５月７日 
 

株式会社メガチップス 監査役会 
 

常 勤 監 査 役 角     正 ㊞

社 外 監 査 役 中 西 藤 和 ㊞

社 外 監 査 役 小 原   望 ㊞

社 外 監 査 役 北 野 敬 一 ㊞
 

以 上 
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株主総会参考書類 
 

第１号議案 取締役８名選任の件 

取締役 髙田 明、林 能昌、松岡茂樹、藤井理之、山内由紀夫、古都哲生、

肥川哲士、佐々木元、水野博之及び山田圀裕の10名は、本総会終結の時をもって

任期満了となりますので、改めて取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じま

す。 

取締役候補者は次のとおりであります。 
 

候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当 
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 

所 有 す る 
当社株式数 

１ 

たか  た   あきら
 

髙 田   明 

(昭和33年４月14日生)

平成６年６月 当社取締役事業部長 

平成13年６月 当社取締役退任 

平成15年４月 当社執行役員システムビジ

ネスユニット統括 

平成17年５月 当社執行役員中国事業統括

平成20年１月 当社執行役員経営戦略室長

平成21年２月 当社執行役員管理本部アラ

イアンス戦略室長 

平成21年10月 当社執行役員生産管理部長 

平成22年６月 当社取締役 

平成22年12月 当社執行役員ＬＳＩ事業部

長 

平成23年６月 当社代表取締役社長(現任)

（重要な兼職の状況） 

Shun Yin Investment Ltd. 董事 

100,000株
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候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当 
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 

所 有 す る 
当社株式数 

２ 

まつ  おか  しげ き
 

松 岡 茂 樹 

(昭和30年10月12日生)

平成４年６月 当社取締役 

平成７年11月 当社管理本部長 

平成８年６月 当社常務取締役 

平成10年６月 当社代表取締役専務 

平成10年10月 当社ストラテジックプロダ

クト事業部長 

平成11年１月 当社システム事業部長 

平成11年６月 当社執行役員産業用システ

ムビジネス統括兼コーポレ

ートプランニング統括 

平成12年６月 当社代表取締役社長 

平成20年５月 当社代表取締役社長兼管理

本部長 

平成20年６月 当社代表取締役副社長管理

本部長 

平成21年２月 当社取締役副社長管理本部

長 

平成21年10月 当社取締役副社長 

平成22年12月 当社取締役副社長執行役員

システム事業部長 

平成23年６月 当社取締役副社長執行役員

第４事業部長 

平成24年５月 当社取締役副社長（現任）

平成25年４月 当社執行役員事業管理室長

（現任） 

940,000株

３ 

ふじ  い  まさ ゆき
 

藤 井 理 之 

(昭和41年６月９日生)

平成15年10月 当社執行役員経理財務ＩＲ

担当 

平成16年４月 当社取締役 

平成19年４月 当社執行役員経営企画部長

平成20年１月 当社執行役員財務経理統括

室長 

平成21年10月 当社執行役員財務経理統括

部長 

平成22年12月 当社執行役員管理統括部長

兼管理統括部経営管理部長

（現任） 

平成24年６月 当社専務取締役（現任） 

4,300株
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候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当 
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 

所 有 す る 
当社株式数 

４ 

ひ  かわ  てつ お
 

肥 川 哲 士 

(昭和33年５月３日生)

平成12年４月 当社執行役員コーポレート

プランニング統括 

平成12年６月 当社取締役 

平成15年10月 当社執行役員システムビジ

ネスユニット統括 

平成19年４月 当社執行役員システムカン

パニープレジデント 

平成20年１月 当社執行役員経営管理統括

部長兼広報部長 

平成20年６月 当社取締役退任 

当社執行役員顧客専用事業

本部新規ビジネス開拓担当

兼新規顧客開拓部長 

平成21年２月 当社執行役員事業本部第２

ＬＳＩ事業部長 

平成22年12月 当社執行役員生産管理部長

平成24年１月 当社執行役員生産統括部長

兼品質保証部長 

平成24年５月 当社執行役員生産統括部長

平成24年６月 当社取締役（現任） 

平成25年４月 当社執行役員第１事業部長

（現任） 

95,000株

５ 

さ  さ  き  げん
 

佐 々 木    元 

(昭和37年12月13日生)

平成22年４月 当社執行役員第２ＬＳＩ事

業部画像関連ビジネス担当

平成22年12月 当社執行役員ＬＳＩ事業部

第３開発部長 

平成23年６月 当社執行役員第２事業部長

（現任） 

平成24年６月 当社取締役（現任） 

1,300株

※ 
６ 

 きっ  せい  きょう いち
 

吉 清 恭 一 

(昭和27年12月２日生)

昭和52年４月 川崎製鉄株式会社（現ＪＦ

Ｅスチール株式会社）入社

平成13年７月 川崎マイクロエレクトロニ

クス株式会社入社（会社分

割により）営業部付 

Kawasaki LSI U.S.A., Inc.

(現MegaChips Technology 

America Corporation)勤務

平成14年７月 同社執行役員営業部長 

平成15年７月 同社執行役員営業部門管掌

平成17年４月 同社代表取締役副社長 

平成25年４月 当社入社(吸収合併により)

執行役員生産統括部長兼 

事業管理室国内事業分野担

当（現任） 

－株
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候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位、担当 
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 

所 有 す る 
当社株式数 

※ 
７ 

あか  ほし  けい  いち ろう
 

赤 星 慶 一 郎

(昭和23年２月６日生)

昭和46年４月 立石電機株式会社（現オム

ロン株式会社）入社 

平成９年６月 オムロン株式会社 取締役

ＥＦＴＳ統括事業部長 

平成11年６月 同社取締役退任 

執行役員常務 

平成13年６月 同社執行役員専務 

ヘルスケアビジネスカンパ

ニー社長 

平成15年７月 オムロンヘルスケア株式会

社代表取締役社長 

平成20年６月 オムロン株式会社取締役副

社長 

平成23年６月 同社取締役退任 

－株

※ 
８ 

いう  どぅん しん
 

游  敦 行 

(昭和27年10月20日生)

昭和59年４月 Modular Semiconductor, 

Inc.の創業者兼メモリ設計

マネージャー 
昭和60年２月 Austek Microsystem, Inc.

入社 

メモリ設計マネージャー 
昭和62年11月 Dynasty Technology, Inc.

の創業者兼社長 
平成２年４月 Macronix International 

Co., Ltd.上席副社長（現

任） 

平成７年３月 同社製品開発グループ責任

者 

平成11年３月 同社最高執行責任者 

平成15年３月 同社インテグレイテッドソ

リューショングループ責任

者 

平成19年１月 Infomax Communication 

Co., Ltd.社長兼最高マー

ケティング責任者（現任）

（重要な兼職の状況） 

Macronix International Co., Ltd. 

上席副社長 

Infomax Communication Co., Ltd. 

社長兼最高マーケティング責任者 

－株
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（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。 

２．游敦行氏は、当社との間で製造委託契約を締結している Macronix 

International Co., Ltd.の上席副社長であり、同社は当社の主要取引先であ

ります。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

３．赤星慶一郎氏及び游敦行氏は、社外取締役候補者であります。 

なお、本議案が原案どおり承認された場合、赤星慶一郎氏を株式会社東京証券

取引所の定める要件を満たす独立役員として同取引所に届け出る予定でありま

す。 

４．社外取締役候補者の選任理由 

(1) 赤星慶一郎氏は、立石電機株式会社（現オムロン株式会社）に入社以降、経

営企画、経営戦略、事業統括などの業務を歴任され、オムロンヘルスケア株

式会社の代表取締役社長、オムロン株式会社の取締役副社長として企業経営

にも携わりました。企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経

営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであ

ります。 

(2) 游敦行氏は、半導体の設計エンジニア・設計マネージャーなど一貫して半導

体開発に携わる一方で、当該技術を活かした会社を起業し、社長として日米

大手半導体企業向けの販路を獲得、Macronix International Co., Ltd.にお

いては、上席副社長として同社の立ち上げから現在に至るまで経営に深く携

わっております。技術者ならびに企業経営者としての豊富な経験と幅広い見

識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願い

するものであります。 

５．当社は社外取締役として有用な人材を迎え、社外取締役が期待される役割を十

分発揮できるよう、当社定款において社外取締役との間で、当社への損害賠償

責任を一定の範囲内に限定できる契約を締結できる旨を定めております。これ

により、赤星慶一郎氏及び游敦行氏の選任をご承認いただいた場合は、当社は

両氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。 

その契約内容の概要は次のとおりであります。 

・会社法第423条第１項の損害賠償責任を負担する場合において、職務を行

うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、法令の定める限度まで

損害賠償責任を負担するものとします。 
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第２号議案 監査役１名選任の件 

監査役 北野敬一は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改め

て監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。 

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

監査役候補者は次のとおりであります。 
 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 
（重 要 な 兼 職 の 状 況） 

所 有 す る 
当社株式数 

きた  の  けい  いち 
 

北 野 敬 一 

(昭和37年12月12日生)

昭和60年４月 尼崎浪速信用金庫（現尼崎信用金

庫）入庫 

昭和63年１月 同庫退庫 

昭和63年２月 和田総合会計事務所入所 

平成８年２月 税理士登録(日本税理士連合会) 

平成10年９月 和田総合会計事務所副所長 

平成14年６月 当社監査役 (現任) 

（重要な兼職の状況） 

北野敬一税理士事務所所長 

株式会社豊能計算センター取締役 

17,660株

 
（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

２．北野敬一氏は、社外監査役候補者であります。 

３．北野敬一氏は、税理士としての専門的な知識・経験等を活かし、当社の税務・

会計業務をはじめ経営全般へ助言をいただくことで、当社の監査体制がさらに

強化できると判断し、社外監査役候補者といたしました。 

４．北野敬一氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任年

数は、本総会終結の時をもって11年であります。 

５．当社は社外監査役として有用な人材を迎え、社外監査役が期待される役割を十

分発揮できるよう、当社定款において社外監査役との間で、当社への損害賠償

責任を一定の範囲内に限定できる契約を締結できる旨を定めております。これ

により、北野敬一氏は、当社との間で、責任限定契約を締結しており、当社の

監査役の地位にある場合は、当該契約を継続する予定であります。 

その契約内容の概要は次のとおりであります。 

・会社法第423条第１項の損害賠償責任を負担する場合において、職務を行

うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、法令の定める限度まで

損害賠償責任を負担するものとします。 

 

以 上 
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（メ モ） 

 



 

 

会場ご案内図 
 

株主総会会場 大阪市北区豊崎３丁目16番19号 

 ラマダホテル大阪 ２階「大淀の間」
 

 

〈交通ご案内〉 

  地下鉄御堂筋線中津駅３号出口に直結 

 

※駐車場のご準備はいたしておりませんので、あしからずご了承くださいますよ

うお願い申しあげます。 




